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本
委
員
会
は
市
民
病
院
の
運
営
状
況

等
を
研
究
調
査
す
る
た
め
、
平
成
20
年

第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
以
降
、
市
民
病
院
の
経
営

形
態
の
方
向
性
を
考
え
る
に
当
た
り
、

市
民
病
院
の
運
営
状
況
等
を
評
価
す
べ

く
、
計
６
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、
協

議
し
て
き
た
も
の
で
、
今
定
例
会
に
お

い
て
調
査
結
果
を
報
告
し
、
承
認
さ
れ

ま
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
報
告
書
を
ま

と
め
た
も
の
で
す
。

◎
主
な
調
査
内
容

(1)
第
２
回
委
員
会

① 

医
師
確
保
の
状
況
に
つ
い
て

・
現
在
の
医
師
の
状
況
に
つ
い
て
、
本

年
４
月
１
日
現
在
の
常
勤
医
師
は
合

計
で
９
名
、
非
常
勤
医
師
は
、
26
名

で
あ
る
。
ま
た
、
４
月
25
日
か
ら
筑

波
記
念
病
院
の
心
臓
血
管
外
科
の
医

師
が
毎
週
金
曜
日
に
外
来
診
察
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
医
師
確
保
に
つ
い
て
は
、
大
学
等
に

市
長
、
院
長
、
副
院
長
等
で
訪
問
し
、

医
師
の
派
遣
の
要
請
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
長
及
び
院
長
等
は
、
個
人

的
人
脈
の
中
で
も
医
師
の
確
保
に
努

め
て
い
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て

現
在
ま
で
に
常
勤
医
師
を
確
保
す
る

こ
と
は
で
き
て
い
な
い
等
。

②
医
師
の
待
遇
に
つ
い
て

・
医
師
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
経
験
年

数
10
年
程
度
の
医
師
で
、
年
額
約
１
，

１
０
０
万
円
で
あ
る
。
こ
れ
に
日
直
・

当
直
手
当
５
万
円
や
通
勤
手
当
が
加

算
さ
れ
る
。
医
師
確
保
の
た
め
に
は

経
験
年
数
10
年
前
後
で
、
最
低
で
も

２
千
万
円
は
必
要
と
の
こ
と
で
あ
る
。

・
医
師
の
給
与
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

再
考
中
で
あ
る
等
。

③
平
成
19
年
度
の
実
績
に
つ
い
て

・
平
成
19
年
の
４
月
か
ら
平
成
20
年
の

２
月
ま
で
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
収

支
差
引
額
が
約
２
億
５
千
万
円
と
な

る
。

・
入
院
及
び
外
来
患
者
の
実
績
に
つ
い

て
、
平
成
19
年
度
は
２
月
ま
で
で
入

院
が
平
均
46
人
か
ら
48
人
程
度
、
外

来
が
３
４
０
人
か
ら
３
６
０
人
程
度

で
あ
る
。

　
　(2)

第
３
回
委
員
会

①
医
師
確
保
に
つ
い
て

・
前
委
員
会
以
降
、
９
名
の
常
勤
医
師

と
い
う
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
。

・
市
長
か
ら
は
、
公
設
公
営
で
医
療
提

供
を
し
て
い
く
べ
き
と
い
う
考
え
の

も
と
で
指
示
を
受
け
て
い
る
が
、
公

設
公
営
の
継
続
に
は
不
安
も
あ
り
、

も
し
経
営
形
態
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
、
大
学
か
ら
派
遣
さ
れ
た
常
勤
医

師
で
あ
れ
ば
大
学
に
戻
る
と
い
う
対

応
が
で
き
る
の
で
、
医
師
確
保
に
つ

い
て
は
、
大
学
か
ら
の
派
遣
を
主
に

動
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

・
医
師
の
待
遇
改
善
、
特
に
給
与
の
改

正
に
つ
い
て
は
結
論
が
で
て
い
な
い
。

②
収
益
等
に
つ
い
て

・
平
成
19
年
度
の
実
績
に
つ
い
て
、
医

業
収
益
は
、
15
億
９
，
７
５
５
万

余
円
、
医
業
外
収
益
は
10
億
５
，

８
０
６
万
余
円
で
、
そ
の
う
ち
他
会

計
補
助
金
は
10
億
４
，
４
７
８
万
余

円
（
う
ち
市
か
ら
の
補
助
金
10
億
４
，

１

０

８

万

円

）。

医
業

費

用

は
、

22
億
７
３
９
万
余
円
。
以
上
か
ら
、

収
支
差
引
額
が
１
億
３
，
７
５
１
万

余
円
で
あ
り
、
収
益
的
収
支
は
黒
字

で
あ
る
。

・
平
成
19
年
度
の
人
件
費
の
割
合
は
、

89
％
で
あ
る
。

・
平
成
19
年
度
の
病
床
利
用
率
は
、
43
・

１
％
で
あ
る
。

③
患
者
数
に
つ
い
て

・
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
４
月
の
入
院

患
者
が
、
１
日
当
た
り
46
・
７
人
。

外
来
に
つ
い
て
は
、
１
日
当
た
り

３
０
７
・
８
人
で
あ
る
等
。

④
地
元
医
師
会
と
の
協
議
に
つ
い
て

・
地
元
医
師
会
と
し
て
は
、
基
本
的
に

１
次
医
療
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て

市
民
病
院
が
必
要
と
の
こ
と
で
、
そ

の
中
で
ど
う
連
携
す
る
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
協
議
の
基
本
的
な
こ
と

で
あ
る
。

・
市
民
病
院
で
の
夜
間
休
日
一
次
救
急

診
療
所
の
場
所
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

現
在
進
め
る
と
き
で
は
な
く
、
医
師

会
側
も
、
今
後
の
課
題
と
い
う
認
識

で
あ
る
と
考
え
る
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
等
。

⑤
救
急
医
療
へ
の
対
応
に
つ
い
て

・
救
急
医
療
に
つ
い
て
は
、
市
民
病
院

は
脳
神
経
外
科
や
小
児
科
が
な
い
た

め
、
受
け
入
れ
を
断
る
こ
と
が
あ
る

の
は
事
実
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

⑥
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ

い
て

・
職
員
に
よ
る
改
革
プ
ラ
ン
策
定
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
編
成
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(3)
第
４
回
・
第
５
回
委
員
会

【
委
員
の
主
な
意
見
等
】

・
市
民
病
院
を
民
間
移
譲
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
、
市
の
財
政
を
圧

迫
す
る
。
よ
っ
て
、
行
政
で
病
院
経

営
を
し
て
い
く
の
は
無
理
で
あ
り
、

役
目
は
終
わ
っ
た
と
の
意
見
も
あ
っ

た
が
、
救
急
医
療
等
を
考
え
る
と
存

続
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
意
見
に
よ
り
、

存
続
を
前
提
に
協
議
さ
れ
た
。

・
市
民
病
院
を
存
続
さ
せ
る
な
ら
ば
、

公
設
民
営
が
よ
い
と
の
意
見
が
あ
っ

筑
西
市
民
病
院
評
価
等

特
別
委
員
会
調
査
報
告
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た
が
、
公
設
民
営
は
受
け
皿
が
な
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
現
在
で
は
難
し

い
状
況
と
判
断
さ
れ
た
。
ま
た
、
独

立
行
政
法
人
は
難
し
い
。

・
市
民
病
院
に
必
要
な
こ
と
は
、
１
つ

に
経
営
の
安
定
化
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
医
師
不
足
を
解
消
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
２
つ
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
で
、
医
師
会
や
３
次
医
療

機
関
と
の
連
携
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

し
っ
か
り
と
行
う
に
は
市
民
病
院
に

経
営
者
（
管
理
者
）
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
民
病
院
の
経
営

形
態
と
し
て
は
民
営
化
（
民
間
移
譲
）

と
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
が

考
え
ら
れ
る
。

・
市
民
病
院
、
県
西
総
合
病
院
及
び
協

和
中
央
病
院
の
合
併
の
必
要
性
に
つ

い
て
県
知
事
が
示
し
た
が
、
こ
れ
は

選
択
肢
の
１
つ
で
は
な
く
、
市
長
は

拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

・
市
民
病
院
の
存
続
を
明
確
に
し
、
発

信
す
る
こ
と
が
医
師
確
保
の
上
で
も

意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
総
務
省
が
出

し
た
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
３
年
連
続
で
病
床
利
用
率
が

70
％
未
満
の
場
合
、
19
床
以
下
の
診

療
所
化
等
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行

う
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
、
こ
の
ま
ま

の
状
況
で
は
来
年
度
か
ら
19
床
以
下

の
診
療
所
に
な
っ
て
し
ま
う
。
経
営

形
態
に
つ
い
て
は
、
遅
く
と
も
９
月

末
ま
で
に
結
論
を
出
す
べ
き
で
あ
る
。

・
市
民
病
院
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
９
月
末
に
は
経
営
形
態

の
方
向
性
を
出
す
べ
き
と
い
う
結
論

で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

・
市
民
病
院
の
あ
り
方
等
検
討
委
員
会

か
ら
の
答
申
で
は
、
地
方
公
営
企
業

法
の
全
部
適
用
が
最
初
で
、
段
階
を

踏
ん
で
民
間
移
譲
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
市
民
病
院
運
営
審
議
会
で
は

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
と
公

設
民
営
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
現
段

階
で
は
、
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部

適
用
と
し
、
管
理
者
の
責
任
を
明
確

に
し
て
医
師
を
確
保
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

・
民
間
移
譲
の
問
題
点
と
し
て
、
「
相
手

が
必
要
」、
「
事
業
計
画
等
に
市
は
介

入
で
き
な
い
」、
「
公
立
病
院
と
し
て

の
役
割
が
も
て
な
く
な
る
」、
「
不
採

算
部
門
の
閉
鎖
も
あ
り
得
る
」、
「
い

つ
売
却
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
民
間
移
譲
で
は
、
契
約
時
に
売
却
で

き
な
い
期
間
を
条
件
と
し
て
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
民
間
移
譲
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
が
、
移

譲
先
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
成
立
し

な
い
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
早
急
に

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
に
す

べ
き
で
あ
る
。

・
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
と
民

間
移
譲
の
２
つ
を
併
記
し
て
報
告
し

た
方
が
よ
い
。

・
本
委
員
会
と
し
て
、
当
問
題
の
緊
急

性
か
ら
臨
時
議
会
の
招
集
請
求
を
す

る
こ
と
と
し
た
。

　

以
上
の
経
過
か
ら
、
地
方
公
営
企
業

法
の
全
部
適
用
、
民
間
移
譲
及
び
そ
の

２
案
の
併
記
の
３
案
で
採
決
し
た
結

果
、
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
及

び
民
間
移
譲
の
２
つ
を
併
記
す
る
と
さ

れ
た
。　

◎
結 

論

①
臨
時
議
会
の
招
集
に
つ
い
て
は
、
諸

般
の
事
情
に
よ
り
請
求
し
な
い
こ
と

と
し
、
委
員
会
と
し
て
は
、
９
月
定

例
会
の
初
日
に
報
告
し
た
い
と
さ
れ

た
。

②
市
民
病
院
の
現
状
と
し
て
は
、
最
重

要
課
題
で
あ
る
常
勤
医
師
の
確
保
に

つ
い
て
は
、
困
難
な
状
況
で
あ
り
、

平
成
19
年
度
の
収
益
的
収
支
に
つ

い
て
は
、
１
億
３
，
５
７
１
万
８
，

７
８
９
円
の
黒
字
で
あ
る
が
、
市
の

一
般
会
計
か
ら
の
補
助
が
約
10
億
円

あ
り
、
今
年
度
も
７
億
７
千
万
円
が

補
助
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
件
費
割
合

に
つ
い
て
は
89
％
で
、
昨
年
度
よ
り

も
５
・
１
％
悪
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

現
在
病
床
数
は
１
１
３
床
を
休
床
し
、

60
床
で
運
営
し
て
い
る
が
、
平
成
19

年
度
の
病
床
利
用
率
は
43
・
１
％
で
あ

り
、
総
務
省
が
出
し
た
公
立
病
院
改

革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の

ま
ま
の
状
況
で
は
市
民
病
院
は
19
床

以
下
の
診
療
所
に
な
っ
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
現
在
の
市

民
病
院
で
は
抜
本
的
改
革
が
な
さ
れ

な
い
限
り
、
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状

況
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
救
急

医
療
機
関
の
任
務
を
持
っ
た
２
次
医

療
機
関
と
し
て
の
市
民
病
院
の
存
続

は
必
要
で
あ
る
。

　
　
以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
今

後
も
２
次
医
療
機
関
と
し
て
病
院
を

存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
経
営
形
態

を
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
結
論
は
遅
く
と
も
本
年
９
月
末

ま
で
に
出
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

今
後
の
経
営
形
態
と
し
て
は
、
新
た

な
経
営
者
（
管
理
者
）
を
置
き
、権
限
・

責
任
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
委
員
会
で
は
、

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
も
し

く
は
民
間
移
譲
の
２
つ
を
選
択
肢
と

し
て
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
筑
西
市
民
病
院
評
価
等
特
別
委
員
会
】
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